
★ 全国労働衛生週間の目的
労働者の健康管理や職場環境の改善など『労働衛生』に関する国民の

意識を⾼め、職場の自主的な活動を促して労働者の健康を確保すること

★ 全国労働衛生週間中に各事業場が実施する事項（５項目）
１ 事業者又は総括安全衛生管理による職場巡視
２ 労働衛生旗の掲揚及びスローガン等の掲示
３ 労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰
４ 有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による緊急時の災害を想定した
実地訓練等の実施

５ 労働衛生に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・標語等の
掲示、その他労働衛生の意識高揚のための行事等の実施

★ 総合対策の推進期間
令和５年度から令和９年度まで（５か年）

★ 総合対策の重点事項（６項目）
１ 呼吸用保護具の適正な選択及び使用の徹底
２ ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策
３ アーク溶接作業と岩石等の裁断等の作業、金属等の研磨作業に
おける粉じん障害防止対策

４ 屋外における岩石・鉱物の研磨作業又はばり取り作業及び屋外に
おける鉱物等の破砕作業に係る粉じん障害防止対策

５ じん肺健康診断の着実な実施
６ 離職後の健康管理の推進

第10次粉じん障害防止総合対策

るもい労働衛生通信
【vol.５】

留萌労働基準監督署

事業者が重点的に講ずべき
措置の詳細はこちらから↓

第７４回全国労働衛生週間

目指そうよ二刀流 こころとからだの健康職場
期間：令和５年１０月１日～令和５年１０月７日
準備期間：令和５年９月１日～令和５年９月３０日

準備期間中に実施する事項は
令和５年度全国労働衛生週間実施要綱で示されています。

左の２次元コードからチェック！

ＨＰはこちら↑



化学物質による労働災害を防止するため、労働安全衛
生規則等の一部が改正されました（令和４年５月、令和
５年４月、令和６年４月に順次施行）。
事業者をはじめとする関係者の皆様へ、改正の内容を

複数回に分けて、不定期に解説します。

この情報の詳細については、留萌労働基準監督署 監督・安衛課
(℡：0164-42-0463)までお問い合わせください。

新たな化学物質規制について
【令和５年４月１日施行の事項・その１】

キーワードは２つ！
１ リスクアセスメント
２ CREATE-SIMPLE

事業者が
行うべきこと

□ 事業場で
使用してい
る化学物質
のＳＤＳに基
づき、リスク
アセスメント
を実施する
こと

□ リスクア
セスメントの
結果から、
適切なばく
露低減措置
を選択し、
実施するこ
と

① ② ③ ④

番号が選択すべき手段の優先順位を表します！（ばく露低減効果が高い順）

リスクアセスメントの対象物は、
労働安全衛生法第57条の３でリスクアセスメントの
実施が義務付けられている危険・有害物質のこと

←厚生労働省
リーフレット

「新たな化学物質規
制が導入されます」

から引用


